
(公 印 省 略 )

分 医 発 第 59号
令 和 6年 4月 4日

各 郡市等医師会担当理事  殿

大 分 県 医 師 会

担当理事 二 島 康 典

薬斉1師臨床研修ガイ ドラインについて

厚労省より各都道府県宛てに、標記事務連絡が発出された旨、日医から別紙のとおり

連絡が参りました。

本事務連絡は、臨床現場で勤務する薬斉1師が身に付けるべき知識・技能・態度を

習得するため、実施すべき研修内容や方法を示した「薬剤師臨床研修ガイ ドライン」が

作成されたことについて周知を依頼するものです。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、貴会

関係医療機関等への周知方よろしくお願い申し上げます。



日医発第 2301 号（技術） 

令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

都道府県医師会 担当理事  殿 

 

公益社団法人日本医師会常任理事 

宮 川  政 昭 

（公印省略） 

 

薬剤師臨床研修ガイドラインについて 

 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

今般、厚生労働省医薬局総務課及び医政局総務課より、都道府県等衛生主管部

局宛に標記の事務連絡が発出されるとともに、本会に対しても周知方依頼があり

ました。 

医療現場における薬剤師の業務については、近年のチーム医療や薬物療法の高

度化・複雑化等に対応するため、臨床での実践的な研修の充実が求められており

ます。 

本事務連絡は、臨床現場で勤務する薬剤師が身に付けるべき知識・技能・態度を

習得するため、実施すべき研修内容や方法を示した「薬剤師臨床研修ガイドライ

ン」が作成されたことについて周知を依頼するものです。また、本ガイドライン

は、医療機関等で実施される薬剤師に対する研修の標準化等に活用されることを

目的としているとのことであります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下関係医療機関等への周知方につきご高配賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 



 
 



 
 















 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

















 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 





 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

























 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 




































































































